
 
 

 

 

荒川区地域公共交通運賃協議会設置要綱 

 

令和５年１２月１５日制定 

（５荒防都第１３５８号） 

（ 副 区 長 決 定 ） 

 

（設置） 

第１条 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）の規定に基づき、地域の実情に

即した適切な一般乗合旅客自動車運送事業の運賃等（同法第９条第１項に規定す

る運賃等をいう。以下同じ。）のために必要となる当該運賃等に関する事項を協議

するため、荒川区地域公共交通運賃協議会（以下「運賃協議会」という。）を置く。 

 

（協議事項等） 

第２条 運賃協議会は、運賃等に関する事項を協議するものとする。 

 

（構成員等） 

第３条 運賃協議会は、次に掲げる者のうちから荒川区長が任命し、又は委嘱する

委員をもって構成する。 

（１） 荒川区長又はその指名する職員 

（２） 一般乗合旅客自動車運送事業の運賃等を定めようとする一般乗合旅客自

動車運送事業者 

（３） 荒川区長が関係住民の意見を代表する者として指名する者 

（４） 国土交通省関東運輸局東京運輸支局長又はその指名する者 

２ 委員のうち前項第１号、第２号及び第４号に掲げる者である者については、運

賃協議会に代理人を出席させることができる。 

 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、１年以内とし、再任を妨げない。 

 

（運賃協議会の運営） 

第５条 運賃協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、運賃協議会を代表し、会務を総括する。 

３ 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理す

る。 

４ 運賃協議会の議決の方法は、出席委員の全会一致によるものとする。ただし、

意見が分かれる場合等採決が必要な場合は、出席委員の過半数の同意又は会長の

提示する議決方法で決するものとする。 

５ 会長は、運賃協議会の開催に当たり、やむを得ない事由により委員の出席を求

めることが適当でないと認めるときは、書面による協議を行うことにより、運賃

協議会を開催することができる。 
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６ 第４項の規定は、前項の規定により開催された運賃協議会における議事につい

て準用する。 

７ 運賃協議会の庶務は、防災都市づくり部都市計画課において処理する。 

 

（協議結果の取扱い） 

第６条 関係者は、運賃協議会において協議が調った事項について、協議の結果を

尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。 

 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、運賃協議会の運営に関して必要な事項は、

運賃協議会に諮り、会長がこれを定める。 

 

 

 



NO. 委　員　名

1 関係行政機関 国 　佐　藤　義　尚

3 区　民 町会 　戸　叶　　修

4 行政執行機関 荒川区 　松　﨑　保　昌

　川　原　宏　一

　渡　辺　雅　人

　福　留　　怜

一般乗合旅客自動車
運送事業者

第 １ 回 　荒 川 区 地 域 公 共 交 通 運 賃 協 議 会 　委 員 名 簿

区　　分 所　　　　　属

国土交通省 関東運輸局 東京運輸支局 首席運輸企画専門官

2

荒川区町会連合会 会長

京成バス株式会社　取締役営業部長 　三　浦　裕　樹事業者

事務局 荒川区

防災都市づくり部 土木担当部長

防災都市づくり部 都市計画課 交通計画担当係長

防災都市づくり部 都市計画課 交通計画担当

防災都市づくり部長
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